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特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合 

第１５回会合 

議事録 

 

 

日時：令和５年１２月４日（月）１４：００～１５：５５ 

場所：原子力規制委員会 １３階会議室Ａ 

 

出席者 

原子力規制委員会担当委員 

 伴  信彦   原子力規制委員会委員 

 田中 知    原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

 佐藤 暁    長官官房 核物質・放射線総括審議官 

 岩永 宏平   東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 

 澁谷 朝紀   東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 企画調査官 

 大辻 絢子   東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 管理官補佐 

 元嶋 誠    東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 専門職 

 松田 秀夫   東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長補佐 

 青木 広臣   放射線・廃棄物研究部門 主任技術研究調査官 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

 中村 紀吉   執行役員 

 加藤 和之   執行役員 

東京電力ホールディングス株式会社 

 梶山 直希   福島第一廃炉推進カンパニー バイスプレジデント 

 飯塚 直人   福島第一廃炉推進カンパニー 廃炉技術担当 

 徳間 英昭   福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

         汚染水対策プログラム部 部長 

 増田 良一   福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

         廃棄物対策プログラム部 処理・処分計画ＰＪＧＭ 
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 増子 雄太   福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所  

         汚染水対策プログラム部 ＰＪＧＭ  

 金濱 秀昭   福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

         廃棄物対策プログラム部 部長 

 

議事 

○佐藤審議官 それでは、2時になりましたので、ただいまから特定原子力施設の実施計

画の審査等に係る技術会合の第15回会合を開催いたします。 

 本日は、伴委員、田中委員に参加いただいております。よろしくお願いします。 

 本日の議題は、まず一つ目が固形状の放射性物質に関する検討状況と、それと、その他

というものを予定しております。 

 では、早速、議題1、固形状の放射性物質に関する検討状況に入ります。本件につきま

しては、現在のリスクマップで優先して取り組むべきリスク低減に向けた分野ということ

で、技術会合においても、議論を行ってきており、今回も引き続き議論を進めたいと思い

ます。 

今日は、具体的には、二つに分けて議論をしたいと思います。最初は、放射能濃度や性

状などに応じた、適切な保管管理に移行していくための瓦礫や建屋解体物などの分析方針

について議論を進めたいと思います。 

では、まず最初に、東京電力から、説明してください。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力廃棄物対策プログラム部の増田です。 

 それでは、資料1-1に基づきまして、1F瓦礫類・建屋解体物等に対する分析についてと

いうことで、説明させていただきます。まず1ページ目になります。 

 こちらは、濃度管理への移行に向けた対応の基本方針ということで、上半分が11月2日

の技術会合の資料の抜粋となります。これまで、現在ですね、運用方法として、廃棄物の

管理を、表面線量率で区分して運用するといった管理をしていたのに対して、将来的には、

事前に汚染形態を把握して区分した上で、管理していく運用に変えていくということを説

明させていただきました。 

 それぞれ、既発生の瓦礫類と建屋解体物等への対応ということで、区分して今後検討を

進めていくということで、下の箱書きになります。その対応方針ということで、既発生の

瓦礫類については、表面線量で放射能濃度を推定・管理できる手法を構築するということ
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で、建屋解体物等に関しては、施設の汚染状況に応じた合理的な解体方法から、体系的に

濃度を管理していく方法を構築していくということ。本日はこれらについての検討の進め

方や着目点、工程等について説明させていただきたいと思います。 

 2ページになります。こちらが放射能濃度管理の必要性ということで、瓦礫類と建屋解

体物、それぞれについて整理しております。 

 まず、表の下ですね。再利用と処分についてです。こちらにつきましては、再利用や処

分するに当たって、まず放射能濃度の情報が、それぞれの処分方策、再利用の方策等を検

討するに当たって、必要であるということと、あと将来的には、許認可や後段規制、廃棄

物確認等、そういったものに対応するに当たって、濃度の管理が不可欠である。そういう

ものがないと、処分や再利用が難しいんじゃないかということで、きちんと濃度管理がで

きる体制に移行していく必要があるということです。 

 保管というのは、保管前の処理等も含めてですが、まず瓦礫類につきましては、処理や

詰め替え等のプロセスにおいて分別の要否ですね。前回、「βあり」に分別した廃棄物を

混合していいか悪いかと、そういったところも議論になりましたが、そういった将来を見

据えて分けておく必要があるかどうかといった、そういったところの検討、グルーピング

等の検討に必要になってくるだろうと考えております。 

 一方で、建屋解体物に関しては、大量の廃棄物の発生が見込まれますので、再利用を意

識した分別や除染、あるいはリスク・性状に合わせた合理的な保管の方法や保管施設の検

討を行う必要があると考えておりまして、これらの検討においても、放射能濃度の情報が

必要になってくると考えております。 

 こういった対応をしていくに当たって、濃度管理ができるように、手法を整備していく

という対応になってくるということになります。 

 3ページからが、瓦礫類に対する分析方針、まず既発生のものに対する方針について整

理しております。 

 瓦礫類に関しましては、保管容器に収納して保管されるという形になりますので、まず

濃度管理の単位につきましては、保管容器を管理の単位としまして、実際保管容器に対し

て測定可能なものというと、容器の表面線量ということになりますので、容器の表面線量

を持って、保管容器中の廃棄物の平均放射能濃度や総放射能量を管理するといったことを

想定して、検討を行いたいと考えております。 

 廃棄物の状態は、多様でばらつきが大きいと予想されますので、基本的には、保守的に
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評価していくことになると考えておりますが、過度に保守的になることを避けるために、

記録等に基づいて、できるだけ類似の特性の廃棄物については、グループを構成して、そ

れぞれに対応した評価手法を検討していくと。それを持って、できるだけ合理的な管理が

できるように、工夫をしていきたいということを考えております。 

 また、代表性や不確かさの考慮も重要と考えておりまして、後述、後半説明させていた

だきます建屋解体物等の分析の結果ですね。そちらでばらつきの要因等の理解、そういっ

たところの知見も活用して、どういった要因でばらつきが発生してるのかとか、そういっ

たところを踏まえて、検討のほうは進めていきたいというふうに考えております。 

 5ページ目が工程になります。工程につきましては、まず、2029年度以降ですね、2028

年度に屋外一時保管を解消するという計画になっておりますので、2029年度以降は、瓦礫

類につきましては、バックグラウンド相当のものを除いて、基本的に全ての廃棄物が容器

に収納されて、建屋内で保管されるという形になります。こういう状況になってしまうと、

分析用の試料の採取を行うために、保管容器を引っ張り出してきて、蓋を開けて試料を採

取しないといけないと。終わった後には、蓋を閉じて、また元の場所に戻すといった作業

が必要となってきますので、かなり試料採取に手間がかかるような状態になってしまうと

いうことが想定されます。そのため、できるだけその手前です。屋外一時保管解消に向け

た作業の段階で、必要な試料採取・分析をやってしまおうということで、濃度管理の手法

の構築ですね。瓦礫類を対象にした手法の構築に関しては、目標を2028年度に設定しまし

て、そこまでに、試料採取と分析を進めるということで、屋外一時保管解消の作業と連携

させて、減容処理や試料の移し替え等、そういったプロセスとリンクさせて、試料の採取

を進めていくということを考えております。 

 分析に関しては、基本的に低線量のものから進めていきたいと考えておりまして、こち

らは、減容処理の順番、基本的には、線量の低いほうから優先的にやっていこうという方

針であるということと、あと、現状既に行っている再利用の安全性に関わるエビデンスの

強化、補強ですね。そちらのほうも早めに進めたいということで、低線量のものを優先し

て対応していくということを考えております。 

 次に、試料採取のタイミングについてです。6ページになります。基本的に容器に入っ

てしまうと、試料採取が難しくなるというところがありますので、可能な限り保管容器収

納前に採取するということを基本にしまして、屋外保管、減容処理、容器の詰め替えのタ

イミングを狙って採取するということを考えております。こちらは、6ページの右側の図
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です。廃棄物の管理区分がありまして、それぞれの区分ごとの保管までのプロセスを記載

していまして、この赤枠の部分です。屋外一時保管や減容処理、詰め替えといった、この

辺りを狙って、試料採取は進めていきたいというふうに考えております。 

 一部、いきなり容器に詰めて、固体庫に入れてしまうような廃棄物もありますので、そ

ういったものにつきましては、できるだけ回収の段階ですね。そちらのほうで試料採取を

行うということと、既に、もう固体庫に入っているようなものについては、将来、処理・

詰め替え等が必要になってきますので、そういったところを狙ってやっていきたいという

ことと、線量が高いものがそういうものは多いですので、将来的には非破壊測定技術等の

適用ですね、そういったものもちょっと考えながら、対応していきたいというふうに考え

ております。 

 ここで検討対象としているのは、線量の低い側のものということで、対応しているとい

うことになります。 

 続きまして、7ページが放射能濃度評価の考え方になります。どういう形で、表面線量

から放射能濃度を推定していくのかというイメージを整理しておりまして、図の左側です。 

 こちらは、表面線量率とCs-137濃度の関係ということで、これは、オフサイトの除去土

壌のほうで、データを取って整理された例を示しております。1F瓦礫類についても、同様

の整理をやるということで、こういうイメージで整理したいということです。 

 コンクリートであれば、例えば粉砕して均一に汚染されている状態であれば、恐らくこ

の土壌にかなり近いような相関性になるのかなというふうに考えております。ということ

と、あと破砕前の塊の状態です。表面汚染、大きな塊の表面が汚染されているような状態

です。そういったものを想定する場合には、恐らくこの関係は、この線ですね。相関式の

線が寝てくるのかなと考えていまして、この辺りについて、数値解析等も活用しながら、

瓦礫で、この関係性について整理をしていくということを考えております。 

 右側のグラフが、濃度Cs-137をキー核種とした濃度比の整備のイメージで、これは、コ

ンクリートについて、ちょっと既取得のデータについてまとめたものになるんですが、こ

ういった形で、分析データに基づいて、濃度比の相関性を定量化していくといったところ

を検討していくということで、ここではSr-90について整理していますが、これを各核種

についてもやっていくということで、そういう形で、濃度から、多様な核種に対する濃度

が管理できるような形に整理していくということを考えております。 

 8ページ目が、グルーピングということで、ちょっとグルーピングのイメージといいま
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すか、ちょっと例ということで提示していまして、左側のグラフが、現在FRAnDLiのほう

に登録されている瓦礫の全データをプロットしたもので、Cs-137とSr-90の濃度をプロッ

トしたものになります。ちょっと幾つか飛び出している点があって、全体としては結構ば

らついてるという形になっておりますが、右側のグラフですね、二つに分けているんです

けど、下に行ってるのが、滞留水の汚染を受けた固体を、ちょっと分離して独立させたと

いう形で、上はその独立させた後の残りという形になるんですが、かなり上のグラフを見

ますと、よい相関性が見られるということで、こういった形でうまく分離していくと、き

ちんとスケーリングファクター的な整理ができるんじゃないかということで、こういうこ

とで、グルーピングしていきたいというふうに考えています。 

 9ページ目が、核種毎の評価ということで、ここまでSr-90を例に説明させていただきま

したが、他の核種ということで、特に、処分においてかなり影響度の高い核種ということ

で、C-14と、I-129と、Pu-239+240ということで、これらについて、ちょっとピックアッ

プして、現状どういう整理になっているのかというところを示しております。 

 これは、コンクリートの例ということで記載していまして、ちなみにほかの金属等に関

しては、後ろの参考の21ページ以降につけていますので、これちょっと後ほど説明させて

いただきます。 

 まず、9ページについて簡単に説明させていただきますと、Sr-90は、割とよい相関性が

確認できるのかなという状況です。C-14は、ちょっと何というか、全体的にNDが多くて、

寝たようなグラフになっていて、ばらつきは大きめでちょっと相関性が見れるかどうかと

いう判断が難しいのかなということ。I-129に関しては、ちょっと参考にクリアランス濃

度の線を入れているんですけど、それよりも上にNDが来てしまっているので、ちょっと検

出下限値が足りていないのかなというところもあるので、こういったところの改善が必要

なのかなというふうに考えています。 

 Puに関しては、全体的には寝ているんですが、NDが多くて寝ているんですが、2号機で

結構ばらつきが大きいということで、この要因が何なのかは、その辺りをちょっと整理し

て、どういうふうにCs-137との相関性を考えていけばいいのかといった、そういった検討

をしていきたいということで。こういった整理をして、核種毎にどういった点を改善しな

いといけないかというところを抽出して、その上で分析計画のほうに反映していくという

ことをやっていくということを考えております。 

 10ページが、材質別の評価ということで、右の表ですね。既にFRAnDLiに登録されてい
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るデータの数を示しております。金属がちょっと圧倒的に少ないということと、あと、そ

の他については、数はそれなりなんですけど、その他についても、不燃物・可燃物やスラ

ッジと幾つかの材料で構成されていて、それぞれ分けると、例えば不燃物なんかは、かな

りデータが少ないですので、そういったところを、かなりデータを補強していかないとい

けないということと、あとβ汚染されている廃棄物ということで、下の表、これは前回説

明させていただいた図になりますが、薄緑のところ、これがβありで分別してる廃棄物に

なって、5万m3以上あるわけですが、それに対して、先ほどの全瓦礫のデータをプロットし

たグラフを見ると、あまり、そのβで汚染されていることが、有意に分かるようなデータ

が、ほとんどないというような状況ですので、やっぱり、そのβありに区分した廃棄物の

実態としての核種濃度比、本当にSr-90等が大きいのかどうか、そういったところの確認

が必要かなというふうに思って、この辺りも、ちょっと分析計画のほうに、反映したいと

いうふうに考えております。 

 11ページが、分析の実績と、課題についてということで、今後の、ここまで整理した情

報から、取りあえずこういう方向で、分析計画のほうを反映していきたいというところを

表にして整理しております。 

 先ほど、ちょっと御説明しました21ページから、金属等についてのデータも載せており

まして、簡単に説明しますと21ページ金属です。これは、もう全体的に圧倒的にデータ数

が足りないということで、きちんとデータを増やしていかないといけないということ。 

 22ページは、コンクリートで、これは説明したので、省略いたします。 

 23ページが、その他ということで、その他については、右上にちょっと凡例があって、

可燃物やスラッジ、不燃物等がもう混ざっているわけですが、かなりばらつきが多いとい

うことで、きちんとグルーピングをして、再整理しないといけないということと、あとグ

ルーピングすると。やはりデータ数が足りないので、この辺りもちょっと補強していかな

いといけないというふうに考えています。 

 土壌に関しては、24ページになります。こちらは、相関性は、割とSr-90なんかは良好

に見えるんですけど、ちょっと飛び出ているデータが幾つかあるということで、恐らく滞

留水等で汚染されたものという形になると思いますが、明らかにちょっと傾向が違うもの

が混ざっているということで、この辺りをうまくグルーピングしていきたいということと、

あと、高線量側のデータ、Cs-137の濃度が、かなり低い側に偏っているので、少し高いほ

うのデータを、増やしていかないといけないというふうに考えていて、こういったところ
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を対応していきたいというふうに考えております。 

 先ほどの11ページに戻っていただきまして、その辺りも踏まえて、今後の課題、着目点

ということで、こういったところに留意して、分析のほうを進めていきたいというふうに

考えております。 

 12ページからが、建屋解体物等に対する分析の方針についてということで、こちらにつ

きましては、まずは13ページです。対応方針ということで、下に図がありまして、基本的

に左から流れる形になるんですが、検討に当たっては、まず汚染分布等の体系的検討とい

うことで、基本的な文献や分析で、その汚染傾向やメカニズム等の理解、どういうふうに

汚染されているのかとか、そういった基礎的知見を蓄えた上で、解析モデルケース検討と

いうことで、3、4号の廃棄物処理建屋、3･4号Rw/Bと呼んでおりますが、そちらを対象に、

汚染調査から解体あるいは廃棄物対策や濃度管理までの試験等を実施すると。その試験等

を通じて、それぞれの手法を構築して、一番図の右側になりますが、将来の施設解体のほ

うに展開していくといった、そういった流れで検討をしていくということを考えておりま

す。 

 こちらの工程についてです。14ページになります。こちらにつきましては、こちらも

2028年度を目標に設定しております。モデルケース検討による手法の構築の目標を2028年

度に設定しております。その考え方につきましては、2029年度以降の廃棄物の保管管理等

の計画の検討に展開したいということと、あとこちらの検討、分析等の結果を、瓦礫類の

放射能濃度管理手法の検討、先ほどばらつきや代表性といった話をさせていただきました

が、そちらの検討の参考にできないかということで、そちらに反映したいということと、

あと3･4号Rw/Bの解体時期です。ちょっと具体の工程は、現時点ではまだ決まっておりま

せんが、2029年度以降と仮定して対応していくということで、これらを考えて、まず28年

に仮設定といいますか、設定して検討を進めて、3･4号Rw/Bの解体計画が具体化した段階

で、ちょっとそれに合わせて更新するということを、今のところ考えております。 

 モデルケースの検討も、初期は、まだ3･4号Rw/Bの分析データというところがそろって

いませんので、まずは、文献等に基づいた、仮定に基づく汚染状況を仮定した検討、試験

等を行って、そこから実際の汚染状況に基づく検討に移行していくといった、ちょっとそ

ういった流れで進めたいというふうに考えております。 

 15ページが、モデルケース検討の流れということで、基本的に、建屋の汚染に関わる分

析調査から、特定施設3･4Rw/Bなどに対する試験等を行って、施設解体にかかる手法等の
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整備をして、将来の施設解体に適用していくといった流れを想定しております。 

 16ページが、解体モデルケースの対象施設ということで、3･4号Rw/Bをなぜ選んだのか

ということを書いております。3･4号Rw/Bにつきましては左下の図です。この位置、赤で

示している位置になります、ここにあるということで、3･4号のR/BとT/Bに隣接した位置

にあるということになります。 

 こちら選定した理由としましては、デブリ取り出しに向けた準備工事として、比較的早

期に解体に着手する可能性があるということと、あと、事故炉に隣接しているということ

で、事故炉に近い汚染を受けている箇所があるということと、地下も滞留水と接触してい

るということで、R/BやT/Bも含めた、幅広い施設に適用できるような成果取得が期待でき

るんじゃないかということで、選定いたしました。 

 17ページが、建屋解体物等に対する分析の方針ということで、どのように検討、分析を

進めていくのかというところを整理しております。建屋解体物に関しては、特に、建屋コ

ンクリートに注目して、検討を進めるものとしております。その理由につきましては、コ

ンクリートの発生量が膨大であるということと、あと、汚染分布が複雑であって、解体の

仕方によって、発生廃棄物の性状が大きく変化するということ。つまり表面汚染だけのも

のに比べると、かなり工夫できる余地が大きいということと、あとそれによる効果も大き

いということ。あと、その物量に関しましては、通常炉の廃炉で言いますと、コンクリー

トと金属、金属に対してコンクリートのほうが10倍ぐらいの量が出ますので、やはりそこ

をうまくさばけるかどうかというところが、廃棄物の発生量、総量に大きく関わってくる

ということで、ここではちょっとコンクリート中心に少し検討していくということを考え

ております。 

 検討のイメージになりますが、下の図のとおり、コンクリート表面からの新浸透汚染や、

亀裂部への浸透とか、そういったちょっとコンクリートの状態、あと、その曝露環境、水

接触の履歴等ですね。滞留水と接触したかどうかとか、そういったところで大きく構成の

状況が変わりますので、そういった環境条件やコンクリートの状態と、汚染の状態、その

辺りをうまく整理していこうということで、分析のほうを進めていきたいというふうに考

えております。 

 18ページが、コンクリート亀裂部の汚染状態の例ということで、ちょっと検討のイメー

ジを説明したいと思いますが、こちらは、1Fの南側にある水産種苗研究所ですが、そちら

のコンクリートの汚染状況の調査を、オフサイトということで、汚染調査された例を示し
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ておりまして、上がコンクリートの表面のβ線の分布の例ということで、ちょっと見づら

いんですけど、赤い線が入っていて、亀裂のところに、明確に、その汚染箇所が集中して

いるという傾向が分かるということと、あと下がそのコンクリートの断面、亀裂部の断面

を切ったもので、これも亀裂の内部に核種が侵入している様が分かるということで、検討

としましては、こういった汚染箇所を特定して、解体や除染でうまくここを切り離すこと

で、その再利用対象の拡大や、その処分区分の低減、そういったところの検討ができない

かということを考えていまして、そういったところを、ちょっと検討していくと。どうや

って分解していくと、そういった救われるコンクリートを増やしていけるのかといった、

そういった検討をしたいというふうに考えております。 

 19ページが、最後ここまでの分析方針のまとめということで、ちょっと繰り返しになる

ので、細かい説明は省略したいと思いますが、こういった方針で、瓦礫類、建屋解体物等

を、それぞれ検討を進めていきたいというふうに考えております。 

 参考につきましては、ちょっと25ページだけ補足させていただきます。核種別の分析数

ということで、FRAnDLiに登録されている現状の核種別の分析数を示していまして、核種

ごとにやっぱり濃淡があるということで、こういったところも、今後必要なところを埋め

ていくということで、対応していきたいというふうに考えております。 

 説明は、以上になります。 

○佐藤審議官 はい、ただいまの東京電力からの説明について、規制委員会、規制庁から

質問や指摘などはありますか。 

 はい、じゃあ、元嶋さん。 

○元嶋専門職 説明ありがとうございました。規制庁、元嶋です。 

 今後の既発生のほうの瓦礫について、今後の方針として、表面線量率の濃度をひもづけ

していくために、6ページで示されているように、詰め替えや回収の際に、試料採取して

分析を進めていくという方針であるというふうに理解しました。その上で確認したいんで

すけれども、10ページのほうに、右上に表のほうで、分析データ数が瓦礫の種別によせて

あるんですけれども、今後、試料採取して分析を進めていく際に、どの程度のデータ数と

いうか、サンプル数が必要であるというふうに考えられているのかなというところを少し

疑問に思っておりまして、下のほうに、棒グラフも載せてあって、瓦礫の種別に量という

ところは、既に把握されているというところで、それを踏まえて必要なサンプル数につい

て、何か現状で見積もっておられるというか、考えておられるようなところがあれば、お
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伺いしたいというのが1点と、合わせまして、25ページのほうに、既存データ、今後採取

するものではなくて、既存データの核種別の分析数というのが載せてあると思うんですが、

今後Cs-137との相関で、各核種の濃度について分析を行っていく中で、その分析が必要な

核種の種類というか、そこについては何か検討というか、考えていることがあれば、それ

も併せてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 まず、一つ目のサンプル数に関する御質問について、回答させていただきます。サンプ

ル数につきましては、以前IRIDの補助事業のほうで、既存の運転廃棄物の中での、スケー

リングファクターの整理の中で、一つのグループに対して40試料あると、概ねばらつきが

なくなる。サチってくるといった、そういったデータがございますので、まず一つの目安

として40試料というところを目標に、グループとして40試料というところを目標に、検討

を進めていってはどうかというふうに考えております。その上でデータを見て、ばらつき

の程度とか、あるいはその取得したデータの代表性といいますか、きちんと何というか網

羅的にデータが取れているかどうかとか、その辺を確認した上で、必要に応じて追加で採

取していくとか、そういった対応していくということで、まず40をスタートにして、PDCA

を回しながら対応していきたいというふうに考えております。 

 二つ目の御質問であります核種につきましては、25ページを見ていただきまして、核種

は、今こちらもIRIDのほうで検討していただきました分析対象核種、今既存の処分のレポ

ート等を参考に、30核種を抽出しておりまして、こちらが、その30核種を並べたものとい

う形になります。この中で、ちょっと色づけしてるもの、C-14とかCl-36とかあるわけで

すが、こちらが、特に処分の分野で、濃度上限値が検討されている、設定された核種とい

うことで、特に処分と考えたときに、支配的になってくる核種ですね。この辺りはできる

だけ網羅的にカバーしていきたいと考えておりまして、ただ一方でC-14とか、I-129とか

は、結構難測定の核種が多くて、あまりデータが取られてないというところもありますの

で、やはりこういった処分等を見据えたときに、重要な核種で分析数が足りていない、少

ないところですね。そういったところは、できるだけ数を増やしていきたいと考えており

ます。 

 この青で塗っているところですね。ここを重点的にやるということと、あとは、こちら

も補助事業等で安全評価の試計算とかをやっていただいて、どの核種が効きそうかという

ような、そういったところの評価などもされていて、どういった核種が安全評価上支配的
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になるか、そういったところの結果もありますので、そういったところも参考に重要な核

種を判断してやっていくと。30核種全部を、全ての廃棄物に対してやると大変ですので、

そういったところで、ちょっと濃淡をつけながら、分析は進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上になります。 

○佐藤審議官 はい、元嶋さん。 

○元嶋専門職 説明ありがとうございました。すみません。説明の中で、グループごとに

40サンプルというふうに説明されていたと思うので、そのグループごとというのは、具体

的にはどういうイメージですか。その瓦礫の種別というイメージ、理解でよかったでしょ

うか。 

 あとは、40サンプル取った後に、サンプルが網羅的であるかどうかについて、改めて確

認を行って、追加でサンプリングをしていくというようなところも説明があったと思うん

ですが、網羅的であるかどうかについてというのは、具体的には、どういうふうにして確

認される予定なんでしょうか。現時点で何か言えることがあればというところで、お願い

します。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 まず、サンプル数、グループに関しましては、基本的には、まず材料毎というところと、

あと汚染のメカニズムで、明らかに滞留水等の汚染を受けて、他の瓦礫、フォールアウト

主体の汚染のものと傾向が違うとか、そういった汚染形態で分けられるようなところも、

グループとしては分けたいというふうに考えていまして、そういった形で分けていくとい

うところですね。グループや汚染形態といったところ、そういったところでグルーピング

をしていくようなイメージを考えております。 

 あとは。すみません。ちょっと失念してしまいました。あともう一つのほうが。 

○元嶋専門職 網羅的かどうかという判断。 

○増田GM（東京電力HD） すみません。失礼しました。網羅性に関しましては、後ほど解

体廃棄物側のほうで、瓦礫解体物等のほうで、ある程度汚染形態と濃度の関係みたいなと

ころの整理をしていきたいと考えていますので、そういった状態で傾向が違うものですね。

そういったところを考えたときに、その特徴的な傾向のものが、抜け落ちてないかとか、

その辺りをちょっと検討して、きちんと網羅的に、ある程度の汚染形態をきちんとカバー

できるような形で、サンプルが取れているかどうかとか、そういったところの検証をした
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いというふうに考えております。 

 以上になります。 

○元嶋専門職 すみません、説明ありがとうございました。今後分析を進めていく中で、

その結果等も抽出、網羅的でかつ必要なサンプリングを行っていく予定であるというふう

に理解しました。その上で、滞留水との接触履歴があるものについて、グルーピングして

サンプリングを行っていく予定があるというようなところ、お話し中にあったかと思うん

ですが、一つその実態として、どうなのかなと思っているところがございまして、例えば

9ページで、2号機の既存の試料の分析データで、2号機についてばらつきが大きいという

ようなところ、プルトニウムのデータについて示されているんですけれども、一つ疑問に

思っているのが、これから、試料採取して分析を進めていく予定である、特にその低線量

の瓦礫について、その発生場所等の履歴というところが、どこまで残っているのかなとい

うところが、少し疑問に思っておりまして、本来であれば、その発生場所等について、履

歴というのが明らかな中で、疑わしいものについて、能動的な特徴が少し異なるんではな

いかというものについては、グルーピングをして、分析していくような形で、進めていく

というのが、そういうやり方になるのかなと思うんですけれども、現状の福島第一の瓦礫

の保管管理状況において、その分析を進めていく中で、発生履歴との相関というところは、

どこまで追えるのかなというところは、実態としてどうなのかなというふうに思っており

まして、そうすると、その分析を進めていく中で、何ていうか、その特徴的な傾向が出た

ものに、履歴が追えるものについては、それをグルーピングしていくというような形であ

るのか。そう考えたときに、何というか、その特徴的な分析結果が出たものについて、そ

の履歴というところを確認できなかった場合は、どういうふうに扱っていくのか等々、少

し、すみません、こちらとしても現状が分かっておらず、不透明なところがあるので、実

態を踏まえつつ、その辺をどういうふうに整理していこうと考えられているのか、何か現

時点でお考えがあればお伺いできればと思います。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 御指摘のとおり、既存の瓦礫等については、やはり記録のトレーサビリティみたいなも

のが不十分な固体というのもありますので、記録による管理というところも完全にはでき

ないというところはあります。一方で滞留水と接触したようなものとか、やっぱりそうい

う特徴的なものは、きちんと記録が残って管理されているものが多いですので、分析の中

で、そういったものをピックアップして、分析するということは可能だと思っています。
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分析ができても、ただの管理としてちゃんとできるのかというのは、ちょっと別の問題な

ので、その辺りは、どういうふうに攻めていくのか、その分析の結果も踏まえて、少し整

理が必要なのかなというふうに思っています。 

 場合によっては、一定の量の不確かさを考慮した解析で、安全上の影響を見るとか、そ

ういった安全評価的な検討も含めて、問題はないということを示していくとか、多分幾つ

かやり方があると思いますので、そういったところも含めて検討していければというふう

に考えております。 

○元嶋専門職 規制庁、元嶋です。 

 承知しました。今後、また、議論していく中で、確認させていただければと思います。

ありがとうございます。 

○佐藤審議官 元嶋さん、いいんだね。ほかに。 

 青木さん。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 今の元嶋からの質問に関連するんですが、40というサンプル数をおっしゃっていました

けど、IRIDの補助事業を、私、あまり詳しく分かっていないので、もし簡単でいいので、

その40について簡単に御説明いただけませんでしょうか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 すみません。ちょっと今40試料の根拠の資料というのが、手元にないので、すみません、

ちょっとかなりうろ覚えになってしまうんですが、基本的には、通常の原子力発電所の運

転廃棄物の、スケーリングファクターの検討の中でのばらつきということで、充填固化体

だったような気がするんですけど、すみません、ちょっとうろ覚えなんですけど、その中

で、分析数とばらつきの幅みたいなものの関係が整理されていまして、40試料をまとめる

と、大体10％以内のばらつきの範囲に入るという。概ねサチってくるということで、目標

40試料というような数字が提示されていたと思います。 

 すみません、ちょっと今手元にないので、これ以上の説明が難しいところがあるんです

が。すみません、必要に応じて、またちょっと別途提示させていただきたいと思います。 

はい。すみません、以上になります。 

○佐藤審議官 いいですか。 

○青木主任技術研究調査官 はい。 

○佐藤審議官 じゃあ、NDFの加藤さん、どうぞ。 
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○加藤執行役員（NDF） NDF、加藤でございます。 

 今のに若干の追加をさせていただきますと、増田さんの御説明のように、今までの実績

もありますが、一般的に同じ母集団であれば、統計的には、対数平均値は2、30点あれば

十分落ち着くというようななことがありますので、対数平均値で本当に整理していいかど

うかという論点はありますけど、対数平均値であれば10点ぐらいから落ち着き始めて、2、

30点あれば十分ということでありますので、40点ぐらいあれば十分という、そういうふう

に理解しています。 

 以上です。 

○佐藤審議官 青木さん、どうですか。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 サンプル数は、母数が、どれぐらいの量なのかによると思いますので、あまり一概に 

幾つと、どんなものに対しても幾つというものが決められるとはあまり思っていないんで

すけども、運転廃棄物のように、ある程度性状が分かっていると。解析をやっても、そこ

そこ合いそうだというものに対しては、解析との組合せで、サンプル数を少なくしていく

努力はできるのかもしれませんけど、今回の1Fの廃棄物、特にこの瓦礫の低いほうに関し

て、母数が安穏な上で、サンプル数が一概に決めるのはちょっとどうなのかなという気は

します。 

 なので、今後まだこれから多分検討されると思いますので、今後検討いただければいい

のかなと思います。関連して、スライドの4ページに、瓦礫類の対応方針の、一番上のポ

チの2行目に、保管容器を管理単位としと書いてあるんですけども、この管理単位という

ものと、分析するときのサンプルとの関係を教えていただけますでしょうか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 まず、分析試料数については、了解しました。40試料も、あくまでも目安という形にし

ていますので、そこは何といいますか、結果を見ながら柔軟に対応していきたいというふ

うに考えております。 

 続きまして、管理の単位につきましては、基本的に、ちょっと説明が難しいんですが、

濃度管理の単位と、評価の単位とは分かれていまして、濃度の評価、その線量と濃度のひ

もづけみたいなものは、基本的にグループを単位にして整理をするというところと、あと、

この保管容器に対しては、その手法を使って濃度を管理する単位という形で、そのグルー

プの手法を適用して、この保管容器内の平均放射能濃度を推定するということで、その平
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均放射能濃度を管理する単位が、この保管容器というような形になります。そういった関

係性ということになります。 

 はい、以上です。 

○佐藤審議官 はい、青木さん、どうぞ。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 おっしゃったことは、理解しました。多分、今後の検討課題になると思うんですけれど

も、分析をするときには、非常に少ない量のものをいわゆるグラム単位のものを持ってき

て、それを分析することになると思うんですけれども、一方で、濃度を同定する。この廃

棄物の濃度はこれくらいですよということを言うときには、この分母の重さがt単位にな

って、非常に大きな単位になってくるんじゃないかなと。tかKgか分かりませんけど、に

なるんじゃないかなと思います。とすると、ここの濃度をどう算定するか。特に、この重

量側をどう算定するかというのは、今後サンプリングの計画等も多分重要な関係をしてく

ると思いますので、その辺り今後も検討していただければと思います。 

 以上です。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 了解いたしました。まさに、そこは重要な課題と考えていまして、7ページの左下のグ

ラフですね。これ土壌の例ということで出しているんですが、やっぱり実際瓦礫ですと、

均一に汚染されているものや、塊で表面汚染されているものとか、いろんな汚染形態があ

りますので、分析は本当にちょっと取って分析するわけですけど、それをそういった実態

の保管の状態を踏まえて、どうやって濃度に換算していくのかというところは、なかなか

難しい課題だと考えておりますので、ちょっと、そうですね。いろんなケースについて、

その数値解析等も含めて検討して、そういったところの整理もきちんとしていきたい。重

要な課題と認識していますので、対応していきたいというふうに考えております。 

 はい、以上です。 

○佐藤審議官 じゃあ、元嶋さん。 

○元嶋専門職 すみません。規制庁、元嶋です。 

 ちょっと今の話と関連して、すみません、今の御説明の中に内包されているのかもしれ

ないですけれども、10ページに示されているように、この濃い緑のバーの、不燃物瓦礫と

いうのも、今1F、ある程度物量はあると思っておりまして、少し疑問に思っていますのが

保管容器で表面線量率の濃度をひもづけて評価していくときに、金属瓦礫やコンクリート
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瓦礫というのは、その減容の後、ある程度その破砕されたり、粉砕されたりして一様にな

った状態で、保管容器の中に詰められている状態かと思うんですけれども、不燃物瓦礫と

いうのは、小分類でいくと、いろんな種別があると思っておりまして、ポンプであるとか、

塩ビであるとか、保温材であるとかというのが、必ずしもすみません、ちょっと認識が違

っていたら訂正いただきたいんですけど、必ずしも一様ではない状態で、保管容器の中に

詰められている状態なのかなと思います。そこについて、サンプリングして表面線量 

なのかなと思います。そこについてサンプリングして、表面線量率をひもづけて濃度分析

していくときに、多様な形状で容器の中に入ってるものについては、それぞれ容器ごとに

入ってる状態の不燃物が、どこが調整されているかとかいうのも実際はばらつきがあるの

かなというふうに思っているんですけれども。その点について、どういうふうに整理して、

最終的な濃度評価というところにつなげていこうと考えられているのか、何か現時点で言

えることあれば、お願いできればと思います。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 その他の廃棄物につきましては、やはりちょっと種類がいろいろ想定されるというとこ

ろ、不燃物につきましてもいろんなものが想定されるので、基本的には、ちょっとその物

の性状に応じて対応していくという形になると思うんですが。恐らく、その多くは表面汚

染主体の廃棄物じゃなかろうかというふうに、今の時点で考えておりまして。もちろんそ

れだけじゃなくて、基本的にきちんと分別してやっていく必要あると思うんですが、やは

り量的に多いのは表面汚染されている廃棄物かなと思っていまして。 

 そうなると、その汚染の傾向、その汚染、核種濃度比みたいなところは、かなり金属に

近いようなものになってくるんじゃないかとか、そういった推定ができますので、その辺

りをちょっと確認しながら分析のほうも進めていって。例えば金属と一緒にグルーピング

できるかどうかとか、評価の方法としてです、戻して混ぜるという意味ではなくて、評価

の方法として、例えば金属と同じようなやり方ができるかどうかとか、そういったところ

をちょっと検討していけないかなというふうには考えております。 

 以上になります。 

○元嶋専門職 分かりました。今後、具体的に確認させていただければと思います。あり

がとうございます。 

○佐藤審議官 ほか、いいですか。 

 はい、松田さん。 
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○松田室長補佐 すみません、規制庁の松田です。 

 すみません、既に説明されていたとしたら、ちょっと申し訳ないんですが。4ページの

資料等で、そのばらつき、不均一性に対する要因の分析等というところが幾つか出てくる

んですけど、これはそのばらつき、不均一性のその要因を分析というのは、どういったこ

とに活用されるんでしたっけ。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 基本的には、いろんなばらつきの因子を考えたときに、保守的である、そのばらつきを

考慮しても保守的である、保守的であると説明できる条件を探っていくようなところで使

うのかなと考えていまして。 

 例えば、金属であれば、さびのあるなしみたいなところで、また濃度比が変わってくる

わけですが。さびがあるほうが、セシウムの濃度が、これまでのデータを見ますと高く出

るような傾向があって。そういったものについては、セシウムをキー核種とした濃度評価

をしようとすると、セシウムが高いので、基本的にはさびの部分よりは、さびじゃない部

分のデータを使ったほうが保守的に出るということで。保守性を考慮するんであれば、さ

びの部分のデータは特に気にしないでもいいとか、そういった評価ができるんじゃないか

とか、そういった形でちょっと保守的な条件を探る、そのための根拠として検討していけ

ないかというところを考えております。 

 すみません、以上になります。 

○松田室長補佐 はい、ありがとうございます。趣旨は理解いたしました。 

 その上でなんですが、5枚目のスライドに工程が書かれていて、6ページ目では試料採取

のタイミングとか記載されているんですけど。そのばらつきと不均一性の要因を分析され

るに当たって、後述で出てくる建屋解体物での分析結果を活用するというふうに書かれて

います。私、何を気にしていたかというと、結局、これから始まる情報を活用しなければ

解析できないとなってくると、既存の既発生の廃棄物の処理が、やはりタイミング的にち

ょっと遅れていくのではないかなというのを少し懸念をしたので、ちょっとお尋ねしまし

た。 

 ですので、例えばそのばらつきと不均一性の今説明いただいたような、その要因分析と

いうのがどこまで活用できるか分からないんですが、それよりも、例えばそのばらつきな

どを適切に評価をする、どの程度あるのかとか。そういったことで、できるだけ今あるも

のを進められるような御検討も並行していただいたほうがいいのかなというふうにちょっ
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と感じたので、コメントさせていただきました。 

 あと、すみません、もう1点、ちょっと別件なんですけど。今回その分析データという

のをお示しいただいているんですけど、サンプルになる資料の形態というのはいろいろあ

ると思うんですが。次回以降等で結構なんですけど、どういう分析をされているのか。例

えば、これ表面についてるものとかが対象になると思いますので、抽出、リーチングとか

をするだろうとは思うんですけど、一方で全分解をしていたりですとか、そういう分析の

手法の細かいところも、今後はちょっと情報のほうを提示していただければと思います。 

 私、以上です。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 一つ目の、そのばらつきを適切に評価していくような対応もすべきじゃないかというと

ころは、了解いたしました。やっぱりちょっといろいろ結構難しい問題ですので、並行し

て幾つかのやり方をちょっとトライしてみるみたいなところもありますので、そういった

ところもちょっと対応していきたいと思います。 

 あと分析の手法等につきましては、今後、分析の結果等をお示ししていくような場もあ

ると思いますので、ちょっとそういったところでは、そういった具体の手法とか、どうい

ったものをどういう方法で取得したのかとか、そういったところも併せて御説明させてい

ただければというふうに考えております。 

 以上になります。 

○佐藤審議官 よろしい。ほかはいいですか。 

 じゃあ、大辻さん。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

 今まであった議論で、今後、分析の具体的な計画について、我々としても具体的に議論

をして、理解をしていくということが重要なんだなというふうに思っているんですが。 

 ちょっと今までの観点と違う観点ですが、分析のキャパシティーが十分にあるというこ

とを確保することが重要だということを、我々からは最近特に申し上げていて。このこと

については、監視・評価検討会等でも議論というか申し上げて、東京電力からも、こうい

うふうにやっていきますという分析計画の説明がありました。 

 それとの関連で、昨年度、分析計画を示していただいて、既に分析しますというふうに

計画されていた数もあったと思うんですが、それらの分析って今年は計画どおり進んでい

るという理解でよろしいでしょうか。 



20 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 概ね計画どおりに進んでおります。まだ年度途中ということもありまして、データその

ものは出てきてない状況ではありますが、計画どおりに進んでおります。 

 一方で、来年度に向けた試料採取みたいな、分析の試料採取です、この辺りはちょっと

現場の状況等を踏まえて、あるいは今回のこういった検討の内容を踏まえて計画は見直し

ていまして、そういったところでちょっと更新といいますか、実際の採取している試料の

内容等については、変わってきているというところもあります。 

 そういったところを反映して分析計画のほうは更新して、またちょっとお示しさせてい

ただくという形になるのかなというふうに考えております。 

 以上になります。 

○大辻管理官補佐 ありがとうございます。今回この議論を今年度始めたことで、今回28

年までで両方マイルストーンとなるというふうに示していただいたことは、大きな進展か

なというふうに思うんですけど、一方、28年までって今年度を除けば5年しかなくて、そ

の中で今日の議論があったような分析について、試料数をどのぐらい考えていて、どのぐ

らいのキャパがあるのかは、もう多分具体的にイメージがないと、なかなか28年までにで

きますということは言えないんじゃないかなと思うので。今後そういう点については、も

う少し具体的に議論ができるような形で進めていければなというふうに思います。 

 このキャパシティーの問題は、この場だけではなくて、監視・評価検討会の場でも、ま

た議論させていただくことになるかと思います。 

 あと、すみません、資料で2点ちょっと質問があるんですが。資料の10ページの3点目に、

御説明されていたかと思うんですけど、すみません、ちょっと私の理解が追いつかなくて。

βありに分類されているが、既存の分析データでその傾向は確認できないと書いてあって、

βありに区分した廃棄物の核種濃度比の確認を進めるというふうに記載されているんです

が、ここの具体的な意味合いをもう一度御説明いただけますでしょうか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 こちらにつきましては、8ページのちょっとグラフを見ていただきたいと思います。8ペ

ージの右側のグラフです。これは瓦礫類の全データをプロットしたもので、下にあるもの

はちょっと分離しているんですけど、プロットしたものになります。 

 これを見る限り、少なくともストロンチウムに関しては、かなりセシウムと良好な相関

関係みたいなところが出てきていまして、特に明確にβに汚染されて、少し上振れしてい



21 

る廃棄物というグループみたいなものは、ちょっとあまりこのグラフからは見られないと

いうことで。実際にβありとして区分している廃棄物の、こういった特にストロンチウム

の濃度です、その辺りがどうなっているのかというところは、ちょっと早急に確認しない

といけないのかなというふうに思っています。βありで分類しているものの有効性と、あ

とはやっぱり将来的に減容の処理棟で今後コンタミみたいなものある、混合してしまって

いいのか悪いのかみたいなところも議論にありましたので、ちょっと実際どうなのかとい

うところを、きちんと濃度を分析して、確認したいというような、そういったことを考え

ているというところになります。 

 以上になります。 

○大辻管理官補佐 ありがとうございます。意味合いは理解しました。 

 私からは以上です。 

○佐藤審議官 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 田中です。 

 いろいろとスケジュール等を考えていただき、また、その中で将来の処分を頭の中に置

きながら、どういうふうな廃棄体にしなくちゃいけないかという観点で、βとか、長半減

期のものとか、αとか等々の話もあったんですけども、これらに対して、これから分析等

をしていくときに、やっぱりどういうところが大きな課題だと考えられているんでしょう

か、教えてください。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 そうですね、課題としましては、やはりこれまでの分析データについては、特に処分で

重要と言われている核種のデータがあまり取られてないというところがあったので、まず

は、ちょっとそこをきちんと補強をしたいということと、やはり特に安全評価で聞くカー

ボンとヨウ素です、これらについては安全評価で物量依存性があって、量が増えていくと

結構感度が高まっていくといったところもありますので。そういったところも踏まえて、

例えば検出下限をどこまで下げるべきなのかです。 

 今ちょっと物差しとしてクリアランスの基準をちょっとプロットしたりもしているんで

すけど、実際、1Fの廃棄物の特性みたいなものを考えたときに、どの辺りまでちょっとや

っておく必要があるのかとか、その辺のちょっと判断とか、そういったところがちょっと

課題になってくるのかなというふうに考えています。 

 この辺りは、まだ処分の安全評価は、あくまでもそのケーススタディ、試験棟レベルの
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ものしかできないんですが、その中で出てくる成果とどうやってリンクさせていくのかと

か、ちょっとそういったところが課題になってくるのかなというふうに考えております。 

 以上になります。 

○佐藤審議官 よろしいですか。 

 それでは、伴委員、どうぞ。 

○伴委員 伴ですけれども。 

 今日のお話を伺っていて、非常に難しいということは理解しておりますが。ただ、幾つ

かのことが何か混在しているような気がするんです。こういう形で相関関係を見ていくこ

とで、廃棄物の性状を理解したいんですということなんですけど。そのときに何サンプル

採るべきかというのは、言ってみればランダムエラーを評価するのにどうすればいいかと

いう話であって。一方、この8ページのところでグルーピングすることで、できるだけよ

い相関を得られるようにするというのは、そこからシステマティックエラーを取り除くと

いうことだと思うんです。 

 そうしたときに、どういうサンプルをどれぐらい分析すればいいかって、ある程度手探

りの中で計画を更新していくというのは分かりますけれども、何のためにそれをやってい

るのかということを考えないと、どっちつかずになるんじゃないかということを懸念しま

す。 

 ですから、今後も繰り返しこういう議論を繰り返しながら、今どういう位置にいて、何

のために何をやっていて、今後どういう計画で進めていくのかというのは、適宜議論させ

ていただきたいと思います。 

 以上、コメントです。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 了解いたしました。目的といいますか、そういったところをきちんとちょっと理解しな

がら、やるべきことを切り分けていくといいますか、明確にしながら進めていくように、

ちょっと注意しながら進めていきたいと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上になります。 

○佐藤審議官 ほかはいいですか。 

○梶山バイスプレジデント（東京電力HD） 梶山でございます。 

 先生、ありがとうございます。御指摘のとおり、結構これからどういうふうにやってい
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くかというのは難しくて。目的に沿ってそれがきちっとできるように、段階を経て、また

その段階でこういうデータに対してこういうふうに評価していますということを議論させ

ていただきながら、最終ゴールはこれでうまくいくのかどうかというところも含めて、今

後議論させていただいて、またいろいろ御指摘をいただきたいというふうに思っておりま

す。ありがとうございます。 

○佐藤審議官 ほかになければ、じゃあ、まとめに入りますか。今日もたくさん質問や指

摘ありましたけれども。ただ、今日説明のあった東京電力の基本的な分析方針については、

概ね確認できたというふうに受け止めます。 

 したがいまして、東京電力においては、本日の議論を踏まえて、既発生の瓦礫類につい

ては、濃度管理に移行していくために必要な分析数とか、分析内容などの分析計画、分析

結果を踏まえた放射能濃度算定の考え方とか、分析に当たっての個別の技術的課題などに

ついて、より具体的な議論を進めていきたいと思いますので、準備を進めてください。 

 そして、建屋解体物については、3、4号の廃棄物処理建屋を対象に、2028年度を目標と

してモデルケースの検討が行われるということでありました。長期間での検討になります

ので、今後は、まずは汚染状況調査や文献調査の進捗状況などについて確認を行っていき

たいと思います。今日出された指摘を踏まえて、東京電力では準備を進めていただきたい

と思います。 

 この資料、案件については以上として。 

 続いて、次に、水処理二次廃棄物の固化処理について議論を行いたいと思います。本件

については、原子力規制庁として、水処理二次廃棄物の中で固化処理を優先して検討する

ことを求めてきたALPSスラリーを中心に、水処理二次廃棄物全体の固化方針について議論

を行っていきたいと思っています。 

 なお、ALPSスラリーについては、この10月の第109回の監視・評価検討会において、脱

水設備の成立性を確認するとともに、並行して固化処理についての技術的な検討を進める

との整理をしてきたところです。 

 本件については、NDFも参加しているということですので、今日は東京電力、NDFの順に、

まず資料について説明をしていただき、その後に議論に入りたいと思います。 

 それでは、まず最初に、東京電力から説明してください。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 それでは、資料1－2に基づきまして、水処理二次廃棄物の固化処理に関する検討方針と
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いうことで御説明させていただきます。 

 まず、1ページ目になります。こちらは水処理二次廃棄物全体の保管と固化の基本方針

ということで取りまとめております。基本的に、全体像としてはこういったイメージで進

めていくというところを考えているというところで。保管管理、保管に関しましては、優

先順位を考慮して、乾燥・脱水等の水分を除去した上で、早期に安全・安定的に保管でき

る、保管を行える形に移行させていくということを考えております。 

 その上で、固化処理に関しましては、固化対象とする廃棄物というのが、水処理二次廃

棄物だけではなくて、瓦礫等も含めると非常に多いということになりますので、ある程度

その施設の共用化みたいなところも念頭に置きながら、個々に処理設備を設置するという

のはちょっと現実的ではないというところもありますので、ある程度、廃棄物全体を見な

がら、固化の方針は決めていきたいということを考えているというところです。 

 2ページ目が対策の優先順位ということで、こちらにつきましては基本的に保管場所の

確保と保管上のリスクの観点から、それぞれの廃棄物の対策の優先度を評価していまして、

基本的に優先順位の高いものから対策を講じていくということで。評価の結果につきまし

ては、ALPSスラリーがやはり一番最優先ということと、それに続く形でALPSの吸着材や除

染装置スラッジが続く形ということで、これらを優先して対策を検討しているという状況

になっております。 

 続きまして、3ページになります。固化処理技術の選択の考え方になります。固化処理

につきましては、固化対象とする廃棄物の特性を踏まえて、固化体としての技術要件、廃

棄体としての要件や、あるいは設計や評価上求められる要件といったところです。それら

の要件を満足することと、あと固化処理そのものが技術的に可能であるということ。あと、

処理時の安全性やコストなどの面で合理性を有することなど、そういったところを考慮し

て適用する固化技術を選択していくということになります。 

 左下の図につきましては、固化技術の特性をちょっと図にして整理したものになりまし

て。図の右上の方向がガラス溶融ということで、高い固化体の性能が得られる技術、ただ

し時間やコスト、安全上の対応では負担が大きいというもので。左下のほうが固化体性能

は低いけれども、合理的に処理できるという技術ということになりまして、基本的には要

件を満足する範囲で、できるだけ左下のほうを目指して技術を選択していきたいというこ

とになるということになります。 

 4ページ目になります。こちらはALPSスラリーの性状ということで、既往の分析等の結
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果を示しております。こちらにつきましては、あくまでも分析試料の濃度ということにな

りますが、左側のグラフです、インベントリを見ますと、基本的にストロンチウムがやは

り突出して高いということで、大体濃度的にはL1とL2の境界付近の濃度です、廃棄処分の

区分で言うとL1とL2の境界付近の濃度ということで、これが高いということと。ほかの核

種については、ほとんどL3以下のレンジになっています。 

 ストンチウムにつきましては、半減期が30年ということで短くて、固化体で溶出速度の

制限等が求められるような核種ではないので、まず今分かっている範囲の中では、固化体

に対して低溶出性は必ずしも必要でないというふうに考えてもいいのかなというふうに思

っています。 

 ただし、先ほどのちょっと分析の議論ともつながるんですが、カーボンやヨウ素と、あ

とテクネです、そういった低溶出性を判断する上で、低溶出性の要否を判断する上で重要

な核種のデータがないというところがありますので、恐らくスラリーの生成メカニズムを

考えると、こういった核種が高濃度でいるというのは考えにくいんですが、やはりちょっ

とデータがない中で判断していいのかというところはありますので、ちょっとその辺りの

確認は必要なのかなというふうに考えております。 

 あと、環境影響物質等も、少なくとも現時点で確認されておりませんので、化学的な性

状としても、熱分解や、あるいはその溶出を制限する必要というところはないのかなと考

えられますので、前のページの図で言いますと、基本的に左下の技術で対応できるのかな

というふうに考えられますので。現在、ALPSスラリーに対しては、特にそのスラリーを対

象に検討している技術としては、常温固化と中温固化ということでセメントとAAMと、あ

と中温としてはアパタイトセラミック固化とか、そういったところを対象に検討を進めて

いるという状況になります。 

 続きまして、5ページになります。こちらがセメント固化に対する現時点の東京電力と

しての評価、スタンスの整理ということで、5ページ目が開発の状況に対するスタンスと

いうか考え方になっておりまして。 

 セメント固化につきましては、現時点で炭酸塩と鉄共沈、それぞれのスラリーに対して

均一固化と充填固化について検討を行っております。これは発電所の運転廃棄物と一緒で、

均一固化が均一にセメントペーストに溶かして固化するというところと、充填固化に関し

ては、スラリーの脱水体と固形物にした上で回りを充填するといった、そういった方法で

す、それぞれについて検討を行っています。 
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 スケールアップに伴って、急結や白華などの課題は抽出されておりますが、基本的に対

策は、この辺り講じられるということで、実スラリーの性状を踏まえて適切に対策を講じ

ることで、この辺りは解決できるだろうというふうに考えています。 

 ただ、その有効な対策を講じるためには、やはりスラリーについての分析、きちんと性

状の把握が必要だと考えていまして、本年度、分析用の試料を確保しましたので、来年度、

スラリーについて分析を行うということで。先ほどお話ししましたインベントリで、カー

ボン、ヨウ素といった、ちょっとこれまで採れていなかった核種に関するデータの取得と、

あと急結等の原因になる可能性のある化学成分の確認といったところ、そういったところ

について検討したいというふうに考えております。 

 6ページが、ALPSスラリーに対するセメント固化の適用性の評価ということになります。

こちらセメント固化のメリット、デメリットをちょっと表の形でまとめています。セメン

ト固化のメリットとしましては、例えば実績が多い、あとコストで有利ということと、あ

と安全性です、そういったところでメリットがあるということで。これは基本的にスラリ

ーに適用した場合でも期待できる、有効であるというメリットかなというふうに考えてお

ります。 

 一方で、デメリットに関しては、高線量の廃棄物に対して適用が難しいということ、あ

と、低溶出性が付与できないといった問題がありますが、これはスラリーではあまり問題

にならないだろうということです。 

 あと、減容に関しては、相対的にガラス溶融等に比べると劣りますが、HICのまま保管

しているという状況に比べると、大幅に減らせる見込みとなりますので、基本的にメリッ

トはあるというふうに考えております。 

 課題としては、一番下のやっぱり化学的な挙動の評価や管理の難しさというところがあ

って、この辺りに対して合理的な対策が講じられるかどうかといったところがポイントに

なってくるのかなというふうに考えております。 

 基本的に課題はあるにしても、きちんとスラリーの性状を把握して対策を講じれば、十

分に解決できるというふうに考えておりまして。総じてスラリーに対するセメント固化の

適用性は、良好であるというふうに考えているというところです。 

 続きまして、ガラス溶融等の開発に関する位置づけについて、7ページに整理しており

ます。 

 高温処理、ガラス溶融等に関しては、スラリーに対しては若干オーバースペックかなと
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いうふうに考えておりますが。現在、高温処理に関しましては、セメント固化等が適用で

きないような、あるいは無害化・無機化のニーズということで高温処理しないといけない

かもしれないということで、KURION/SARRYの吸着材等を対象に開発を進めているという状

況になります。 

 スラリー向けに開発しているというわけではなくて、あくまでも吸着材等をメインター

ゲットに検討しているという状況ということです。 

 7ページの下のほうに、KURION/SARRYの吸着材の種類の例を示しておりまして。

KURION/SARRYについては、吸着材40種類以上ありまして、大別すると下記ということで、

7種類にざくっと分けております。 

 基本的にALPSの上流に配置されていますので、全体として非常に高濃度であって、高線

量であるということと、あと一部フェロシアン化物等の有害物を含むということで、環境

系の法令でそのまま処分できないようなものが含まれるとか、あと銀ゼオライトというこ

とで、ヨウ素129が選択的に捕獲されている可能性があるものなどがあるということで、

かなり一言に吸着材といっても多様であるという状況で。 

 この中で、やはり高線量であるとか、有害物対策をしないといけないといったところを

考えると、そういったものに対しては、固化する場合にはガラス溶融がやはり候補になっ

てくるということで、この辺りをターゲットにガラス溶融のほうは検討しているというと

ころです。 

 吸着材に関しても、やはりこういった検討をする上で、性状把握は非常に重要になって

きますので、本年度、実吸着材を7種類、サンプルを採取して、来年度、分析を行う予定

としております。 

 一方で、ガラス溶融でALPSスラリーの処理を行うことは可能だと考えられますので、将

来の吸着材向けで、ガラス溶融設備を設置する場合等の施設共用化のオプションとして、

ガラス溶融がスラリーの処理に適用できるかどうかの確認は、研究として行っています。

どちらかというと、ついで的な位置づけなのかなというふうに考えておりまして。将来的

なオプションとして、できるんであればそういう選択肢も考えられるということで検討を

進めているということになっています。 

 8ページが、固化処理に係る全体の考え方ということで。ただいま説明しました吸着材

や、その他スラッジ、スラリー、あと水処理二次廃棄物以外にも瓦礫類等、固化しないと

いけない廃棄物が非常にたくさんありますので、この図の中のこの赤の部分です、固化す
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る場合に、可能なものはちょっと合流させて、合わせて固化できるようにちょっと配慮し

ていきたいというふうに考えています。 

 スラリーに対して、積極的に何かガラス化したいとか、そういう意味ではなくて、例え

ばですけど、スラリーのセメント固化を考えた場合に、充填固化と均質固化ということで、

今2種類検討しているわけですけど例えば。瓦礫類にも将来的に適用していきたいとかそ

ういうことを考えると、充填固化ができると非常にいいわけですが、一方で急結対策で、

均一固化でインドラム方式の処理をしないといけないとか、そういうことになると充填固

化ができないということで、かなり適用できる廃棄物の対象が減ってくるみたいなことに

なってきますので。例えば、ちょっとそういうところを考えて、充填固化をもうちょっと

頑張るかとか、そういったところの判断がやっぱり必要になってくるのかなというふうに

考えています。 

 そういうところも踏まえて、全体として合理性に配慮して、どういう施設をつくってい

くのかというところを検討していきたいというところになります。 

 9ページが、ALPSスラリーに関する固化処理に係る方針になります。下に図がありまし

て、左から右に流れていく形になります。一番右の固化処理に関しましては、今後の対応

としまして、まず、常温、中温の処理技術の開発は引き続き継続しつつ、特にセメント固

化に対しては優先して検討を進めていくというところが、ゴールが近いといいますか、や

はりかなり処理技術としてもスラリーに対して相性がいい、合理性があるというところも

ありますので、優先して進めていくという形で対応していくほうがいいのかなというふう

に考えております。 

 あと、セメント固化施設を設置する場合、当社の固化施設の設置の経験からは、実績を

考えると、設計開始から処理開始まで10年弱かかっているような実績になっていますので、

ある程度やっぱり固化処理を実施するまで、ある程度の期間はやっぱりかかるだろうとい

うことで。固化処理を実施するまでの期間、脱水体を安全・安定的に保管可能であるとい

うことを提示するというところは、これはちょっと必要なのかなというふうに考えており

まして、この辺りをしっかりちょっと説明していきたいというふうに考えています。右か

ら二つ目の枠のところになります。 

 また、基本的には、ALPSスラリーの固化に関しては、初物というところもありますので、

やはり処理開始までの時間的な不確かさみたいなところもあるというところで、そういっ

たところも踏まえて、しっかり安定的に脱水体が保管できるというところの説明というと
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ころは、事業性が高いのかなというふうに考えています。 

 10ページになります。脱水体の保管に関する説明事項についてということで、その脱水

体が安全・安定的に保管できるということに対しての説明事項ということで、こちらのほ

うに列挙しております 

 基本的に、ちょっとスラリーの粉じんが以前からちょっと問題として指摘されていたと

いうところがありますが、保管に関しては、基本的に容器の密閉性能と適切な径を持った

フィルタベントを装備することで、容器による閉じ込め、粉じんでも固化体でも関係なく、

閉じ込められる仕様にする必要があるんじゃないかということと。あと、事故時の脱水体

の飛散率です、それを考えたときに耐震設計がどうなるとかと、そういったところをしっ

かり説明していくといったところが大事になってくるのかなというふうに思っています。 

 当然、機能維持として力学的、化学的、放射線学的な劣化について説明が必要になると

考えておりまして。この辺りは、どの程度の保管期間を設定するのかというところが問題

になってきますので、ちょっとこの辺り、具体的な期間については、ちょっと今後検討し

て、具体化したいというふうに考えております。 

 11ページになります。こちらは最後のページになりますが、ここまで説明した内容を踏

まえて、全体像を2025年度にリスクマップに対応する、今2025年に固化処理方針の策定と

いうのが設定されていますので、そちらでちょっと示していきたいというふうに考えてい

まして。ちょっとそのイメージを図にしています。 

 2025年のところ、この図の中でちょっと丸がついて下に引っ張っているんですけど、こ

の段階で固化処理方針の策定ということで、選択肢を絞り込んで、26年度以降の計画を具

体化するということで、この右側の緑で囲っている部分です、こういったところを具体化

しますということで。 

 検討事項は下記のとおりということで、ストリームの案を整備して、固化処理技術の候

補は絞り込むということで。その上で、固化処理方針、方法を決定するというところと、

あと、その許認可対応です、そこまでの具体の実施事項や工程を策定するということと、

さらに固化処理開始までの、こちらは概略的なものになるかと思いますが、工程案を示す

ということ。あと課題抽出と必要なR＆D、分析も含めてその計画も策定するということで。

25年にちょっとこういったものを検討して、かなり具体の進め方を決めていくといいます

か、そういったことをしたいというふうに考えています。 

 それに向けて必要な分析データを取得するということで、一番上に分析ということであ
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るんですが。スラリーに関しては、25年までに、今年度、試料採取を行いましたというこ

とと、来年度以降、分析するということで、下にちょっと吹き出しになっていますが、処

分重要核種や構成物質の確認等をやっていきたいというふうに考えています。 

 現時点で、5試料、分析用に確保しましたが、ちょっと必要に応じて、もうちょっと追

加で採れないかなというところも考えております。 

 資料の説明は以上になります。 

○佐藤審議官 はい、ありがとうございました。 

 それでは、続いて、NDFのほうから説明をしてください。 

○加藤執行役員（NDF） NDF、加藤でございます。 

 本資料につきましては、6月5日の第10回の技術会合で御説明をいたしました資料を、そ

の場でのコメントを踏まえて改定したものですので、改定した部分のみ簡単に御説明した

いと思います。 

 まず、最初の改定部分ですが、3ページの下のところで炭酸塩スラリーの代表核種濃度

として、前回は幅を持った形で示していましたが、一番下の三つ目の資料も参考にした上

で、9×107Bq/㎝3と、この値に統一したということが1点です。 

 あと、主に比較に関してのところでして、低温処理と高温処理で書かれている情報が必

ずしも整合的でなかったので、8ページで言いますと、高温処理のほうは大体廃棄体の容

量として180Lぐらいですということを少し追記していることと、あとは固化後も自然冷却

する必要があるみたいな、そういうことを情報を追記しています。 

 9ページはちょっとした修正でして、ここも正しい用語に直しているというだけです。 

 11ページも少し変更していまして、これも大体どのぐらいの廃棄物充填率になるのかと

いうのを、少し具体的なイメージになるようにしています。二次廃棄物の発生量としまし

ては、相互未評価でありますが、低温処理に関しては、双方それほどの廃棄物量は発生し

ないと考えています。 

 12ページにつきましては、一時保管スペースが必要になる理由として、低温処理の場合

はモルタル等を充填してから養生する必要がありますので、26時間以上は要るんだろうと

いう情報と高温処理のほうは、養生ではなくて冷却に例えば2日ぐらいはかかりますとい

うような情報を追記しています。 

 ここからが一番の論点になるところですが、固化体から核種の溶出です。要するに固化

体としての性能というところで、前回は低温処理については溶出率で、高温処理について
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は浸出率ということで、見ている現象は違ったんの、違った単位で比べていたのですが、

別途、溶出濃度という別の尺度でやると、三者同じ土俵になるデータがあるということが

サーベイの結果分かりましたので、それで記載しています。 

 これは環境省の告示に従った試験方法で、実際は6時間水平浸透した後の液中の元素濃

度ということで、非常に短期の試験になっています。これと比べて、前回示した溶出率の

ほうは91日間ということなので、若干数字の傾向は違っておりますが、ここで見てお分か

りのように、同じ低温処理でも、いわゆる普通セメントのOPCとジオポリマー等のAAMでは、

ストロンチウム、セシウムもそうですけど、その浸出濃度に差があります。鉄共沈の場合

は、AAMのほうが高くなっています。 

 前回の6月5日の資料で言いますと、91日後で、最終的な浸出量としてはセシウムのほう

が多くなっているということなので、セシウムのほうがコンスタントにずっと溶出し続け

る一方、ストロンチウムのほうは初期にかなり早く溶け出して、そこからは後は少しずつ

溶け出しているのかなみたいな、そういうような傾向が予想されます。 

 あとOPCとAAMを比べると、AAMのほうがストロンチウムに対する溶出率が非常に低くて、

性能がいいということが言えるということになります。 

 メリット、デメリットとして、これをもう一回整理させていただきますと、廃棄物充填

量がやっぱり低温側は低いということと、メリットとしては、、AAMのほうはストロンチウ

ムの溶出濃度が低いということです。 

 CCIMとか高温処理のほうは、当然、溶出濃度が低くて、廃棄物充填量もある程度高いと

いうことですが、当然、先ほどの東電、増田さんの説明にもありましたように、低温処理

側のほうがいろんな容器も含めて安いし、経験もあるというようなことになります。 

 こうしますと、処理技術の前提という観点では、先ほど増田さんは、ストロンチウムに

対する溶出率みたいなのはあまり期待しなくていいんじゃないかということをおっしゃっ

ていましたが、実際、本当にそれでいいのか。もう少し求められるんだったら、やっぱり

普通セメントではなくAAMのほうがいいんではないか。ここは現時点ではどちらがいいと

は言い切れなくて、もう少し処分も含めて、増田さんの最後の資料の四角の中にありまし

たけど、ストリームとして検討して、処分の検討結果からのフィードバックで判断してい

く必要があると思います。 

 あと、ここでありますように、OPCというか低温側に決めるということは、固化体の本

数が増えるということは確実なので、じゃあ処理はそれでいいとして、処分費用とのバラ
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ンスを考えたときそれでいいのかというような論点となります。そういうことを考えた上

で、最終的には決定すべきということです。 

 ただ、NDFとしては、もともとこの水処理二次廃棄物に関しましては、流動性があると

いうことで非常に優先的に安定化までの対策を見極めなきゃいけないということなので、

セメント固化に特化するかは別としましても、この廃棄物に対する廃棄体化までの技術を

早く確立するという観点については、規制庁さんと一緒の考えと理解しております。そう

いう意味で、早く選択肢としては確立するべきです。ただ、問題なのは、土地の利用計画

も含めて全体的に判断する必要がありますので、オプションとしての選択肢が用意できて

も、じゃあ、すぐできるかというと、そこはまたそのときの状況によるということは留意

が必要かと思います。 

 なお、資料に書いていませんが、先ほどの東電さんの11ページにありましたような処理

方針の確定に向けて、特にスラリー、スラッジに関しては、2025年度までに何らかのこと

が言えるような形で、今、次年度以降の研究計画を検討しているという、そういう段階で

ございます。 

 NDFからの資料は、簡単ですが、御説明は以上になります。 

○佐藤審議官 はい。それでは、今、東京電力とNDFからの説明に対して質問や指摘があ

りましたら、お願いします。 

 では、元嶋さん。 

○元嶋専門職 規制庁、元嶋です。 

 説明ありがとうございました。ALPSスラリーの固化について、東京電力の資料に記載が

ありましたように、基本的にはセメント固化も優先的に見据えつつ、固化方法について検

討を進めていくというところで理解しました。その他論点についても確認しつつ、2025年

までに何らかの方針を示していくというところで。その上で、スライドの11ページの下の

ほうにスラリーの方針決定のために必要な分析について、こういったことを行うというの

が記載されていますが、その結果については、我々としても確認を行っていきたいと思っ

ております。 

 あわせまして、10ページのほうにALPSスラリー脱水体の保管における説明事項というこ

とで、セメント固化を優先的に見据えて、早く固化方針、固化技術について確立していき

たいという意向はあるものの、過去の実績等を踏まえると、10年ほど固化のための設備を

整備するのには時間がかかる可能性もあるということで、この10ページに示されているよ
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うな脱水体というところが安定的に保管できるかというところについては、脱水設備の審

査の中で確認する事項、それは脱水した後の脱水体というのが施設を含めて安全に保管で

きるかというところかと思いますが、その後の取り出し等を含めて、審査とうまく切り分

けながら、その点についても確認をしていければなと思っております。 

 それを踏まえて、御質問をしたいことがあるんですけれども。一方、東電及びNDFの両

方の説明に共通して思想としてあるのは、スラリーについてセメント固化を優先的に見据

えつつ検討を進めるものの、東電資料の1ページ目にあるように、基本的にはその他二次

処理廃棄物の固化等も踏まえつつ、合理的な固化方針というか、固化のやり方については

検討していきたいというところかと思います。 

 こういった点についても、本当に合理的な方針というところを見据えたときに、スラリ

ー脱水物の固化というのを遅らせることが妥当というか、遅らせる必要が本当にあるのか

どうかというところを見ていきたいと思っているんですけれども。現状で言いますと、こ

の1ページ目のスライドにあるように、各水処理廃棄物を列挙してあって、それぞれ保管

する場所というところは矢印の先に記載されている状況かと思いますけれども、その固化

方法について、その現状の検討状況というのはどのような形になっているのか、今言える

段階で簡単に教えていただくことはできますでしょうか。 

 一応、私の理解としては、それらの固化方針等を踏まえて、2025年度を目途に何らかの

姿というところが示されるものかと思っているんですが、その状況等を踏まえつつ、その

スラリーの固化について、律速に値する事項があるかどうかというところを見ていく必要

があると思っているんですが。すみません、ちょっと長くなりましたが、伝わっています

でしょうか。よろしくお願いします。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 固化方針の検討状況といいますかに関してですが、現状は、基本的には補助事業等で固

化技術を開発、コア技術を開発を進めて、それぞれの技術の適用範囲等を明確にしてきて

いるというところと。あと、それを踏まえて、どの廃棄物にどういった固化方法を適用し

ていくかについては、ちょっとまだ検討のほうは進んでおりません。固化技術の開発のほ

うで、ある程度ターゲットは想定しながらやっていますので、それらが候補になってくる

という形になるのかなと思います。 

 一方で、資料の7ページです、東電の資料の7ページにありますように、吸着材の種類も

たくさんあるというところなんですが。例えば、この中で砂とか、あとゼオライトみたい
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なものに関しては、このまま処分したときに、かなり地下環境下で安定で、かつ高い執着

性が維持できる可能性があるので、こういったものに関しては、わざわざ溶融して核種を

飛ばしてしまうような処理をせずに、そのまま埋設できないかとか。当然、飛散防止のた

めに、ある程度堅牢な容器に入れるとか、そういう対応は必要になってくる可能性はある

のかもしれないんですけど、ちょっとそういったオプションの検討は必要じゃないかとか、

そういったところはちょっと考えながら、廃棄物ストリームの案みたいなものを、ちょっ

と検討を進めているといった、そういう状況になっております。 

 以上です。 

○元嶋専門職 分かりました。ありがとうございます。了解しました。その点については、

これから継続的に、全体像を見据えつつ、そのスラリーの固化処理の取扱いについて確認

をしていきたいと思っております。 

 すみません、少しまた別の話になるんですけれども、8ページのほうで説明を行ってい

る中で、固化処理、スラリーの固化処理において、瓦礫と合わせての固化というところを

見据えたときに、破砕しての固化、均質処理、均質固化ですか、均質固化より充填固化の

ほうが瓦礫と合わせて処理することができる可能性があるので望ましいというような説明

があったと思うんですが。すみません、私の理解だと、コンクリート、金属ともに、低線

量の瓦礫については、基本的には減容処理を行っていくというようなところかなと思って

いたんですけど、やはりこれはどちらかというと高線量の瓦礫をターゲットにしたときに、

充填固化のほうが一律でスラリー、脱水物を合わせて固化処理できるというような想定で

あるという理解でよろしいですか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 こちらにつきましては、ちょっと瓦礫という言い方をしてしまったんで、減容されるよ

うな瓦礫のイメージになってしまったんですが。例えば建屋解体物等のほうです、こちら

に関しては、通常炉の解体廃棄物に近いような形態のものが出てくることも予想されて、

例えば通常炉の廃炉の解体廃棄物なんかですと、L2相当のものですとモルタル充填するよ

うなものがあると思いますので、そういった形の対応をちょっとイメージしていました。 

 隙間をモルタルで充填するような形態ものであれば、かなり、いずれにしても恐らく瓦

礫系とか、ほかの廃棄物の対応で、そういった設備が必要になる可能性が高いので、そう

いったところである程度カバーできると理想的といいますか、なのかなというふうに考え

たというところになります。 
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 以上です。 

○元嶋専門職 ありがとうございます。 

○佐藤審議官 ほかに。 

 じゃあ、青木さん。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 今、元嶋からの質問にもあったんですけど、スライドの7ページに、今回、HICのスラリ

ーとは直接関係ないんですけど、このゼオライトとかを固化を必要としない可能性もあっ

て、規則には適合しないため規則改定が必要と書いてあるんですけど、これどういう意味

かちょっと教えていただいていいですか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 現行の第二種埋設規則の中で求められている固化に対する要件に関しては、基本的に粉

体のものとか、顆粒状のものは固化というところが要件として求められていますので、現

行の埋設規則をそのまま適用することを考えると、固化しないといけないという形になる

のかなと思います。 

 一方で、やっぱり砂みたいなものは、もともとそういう地下環境みたいなところでは極

めて安定ですので、人工培土の材料にも用いるぐらいなので、処理してしまうよりは、そ

のまま埋められるんじゃないかというところもあって。そうであれば、きちんと安全上の

要件を満足する、恐らく固化に関しては、やはり落下時の飛散とか、そういうところの問

題で固化が求められているというところがあると思いますので、きちんとそれに代わる対

策を講じた上でというところで、そういった規則の改定等できないかなという、そういう

議論は必要かなと思って記載しております。 

 以上です。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 規則の中では、一応、容器に封入または固形化で、封入もあります。増田さんおっしゃ

るとおり、粉体と液体に関しては、封入はなくて固化だけということで。ということは、

ここで言っているゼオライトとかは、その辺は固まりではなくて、どちらかというと粉体

に近いものが、このKURION/SARRYの吸着材として使われているという、そういうことでよ

ろしいですか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 顆粒状といいますか、そういうものがちょっとどちらに分類されるのかというところは、
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ちょっとなかなか難しいところはあると思うんですが。やはりちょっとどうしてもすれて、

微粒子みたいなものも含まれていることを考えると、現状ですと、やはり粉末状のものと

いうふうに見られる可能性があるのかなということで、そういう判断をしているというと

ころです。 

○青木主任技術研究調査官 もし何ていうか現行の規則で特に問題ないといいますか、固

形化が要件にならないということであれば、基本的に要件にならない場合でも、すぐに埋

められるというわけではなくて、当然、安全に埋められる必要がありますので、安全評価

等をきちんと確認しないといけないんですけど。ちょっとそういったところをしっかり検

討していって、そういうことができるということを示していけばいいのかなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁、青木です。 

 基準に適合するかどうかは、実際のものを見てみないと分からないので、何とも言えま

せんけども、懸念されていることは理解しました。 

 続けていいですか。今回の資料で初めて出てきたのが、アパタイトセラミック固化とい

う言葉がスライドの4ページに出てくるんですけども。これは資料1-3のNDFの資料にも出

てこないんですけれども、これ簡単でいいので、初めて出てきたので、ちょっと簡単に御

説明いただけますか。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 アパタイトセラミック固化に関しては、今、英知事業のほうで開発を進めている、ALPS

スラリーを対象にした固化技術として開発を進めている技術ということになります。東京

工業大学さん中心で対応していただいているというものになります。 

 基本的に、ALPSスラリーをリン酸化して、それをフィルタープレスで脱水して、ドラム

缶に入れて、ホットプレスで固めるという、そういう技術になっています。結構前処理が

大変で、スラリーを溶解させてリン酸へ転換してとか、あとちょっと洗浄のプロセスが入

ったりして、結構前処理に手間がかかる技術なんですが、この辺りちょっと結構単純化で

きる可能性があるんじゃないかということで、あまり固化体の性能にこだわらなければ、

単純化できるということと。 

 あと、もう一つは、ドラム缶に脱水体を詰めて、HICで圧縮するみたいなプロセスがあ

るわけですけど、結構ALPSスラリーの脱水体をちょっと見ていただいた方は分かると思う
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んですけど、結構がちがちの安定した固形物になりますので、直接ドラム缶に入れてホッ

トプレスをするようなやり方でも、高温・高圧処理みたいな形でも処理できるんじゃない

かというところもあって。ちょっと極端に合理化したケースとして、そういうのも含めて

ちょっと芽があるかどうか、それをちょっと25年までに検討したいというふうに考えてい

るというところになります。 

 一応、処理の温度については500℃前後ということで、ガラス溶融ですとセシウム等が

飛んでしまう温度なんですが、セラミック固化の場合はそれ以下ということで、安全性は

高いというところで、セメント固化とガラス溶融の中間的なところということで、ちょっ

と検討をしているというものになります。 

 すみません、以上になります。 

○青木主任技術研究調査官 規制庁の青木です。 

 今回の資料で、セメント固化を最優先として、まだそれでAAMとアパタイトセラミック

固化を選択肢として残したまま、今後、線表で見るところの25年までに固化方針を決めて

いくということになっていると思っているので、このアパタイトセラミック固化が、この

セメントAAMが持っているメリットを超える何かメリットがあって、ここに残されたんじ

ゃないかというふうに私は認識しています。 

 恐らく、今後まだこの議論を続けていくと思いますので、今後説明、もしくは検討のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

○佐藤審議官 ほかは。 

 田中知委員、はいどうぞ。 

○田中委員 田中です。 

 ちょっと二つ、三つ教えてください。東京電力さんの資料で、まずセメント固化体を作

ることを優先的に考えるということは理解いたしました。それで、6ページ、メリット、

デメリットというのがあって、セメント固化体技術のデメリットの四つ目、実スラリーの

化学的性状を把握した上で対策を講じる必要があると書いているんですけども、これは対

策をしないといけないということなのか、具体的には、必要だとすればどんな対策があり

得るのか、ちょっと教えてください。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 ちょっと例示的な説明になってしまいますが、現状やはり確認されていて、対応が必要
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な課題としては、急結の問題がありまして。今のところ、炭酸ナトリウムが原因じゃない

かというふうに推定されるという状況になっています。これは一般的なセメント化学の中

でも、急結みたいな現象が確認されるというような知見はあるということなんですが、結

構、成分の量によって急結したり、あるいは固化が遅延したりとか、水和が遅れたりとか、

かなり減少も複雑で、スラリーに含まれている成分の量やばらつきみたいなところも押さ

えて対応しないと、ちょっと逆の対策になってしまうとか、有効な対策ができない、効果

がないとか、そういうこともあり得るかなと思っていまして。その辺りは、きちんとやは

り実スラリーを確認した上で、それに合った対策をやらないといけないのかなというふう

に思っています。 

 今のところ、その対策については、急結に関しては、ある程度、混和材等でコントロー

ルできるんじゃないかとか、そういった検討は進んでいますので。まだちょっと検討中と

いうことで、完全に解決できるという状況にはない、そこまでは行ってないという状況で

すが、ただ見通しは立ちつつあるということで、きちんとその辺りのデータがそろえば、

有効な対策はできるんじゃないかというふうに考えているというような、そういった状況

になります。 

○田中委員 はい、検討状況は分かりました。日本においても、いろんなセメント会社と

かありますから、そこでの経験とか知見とかあるかと思いますので、そういうのもよく参

考にして、検討していただけたらと思います。 

 次の質問なんですけど、10ページ目でALPSスラリー脱水体の保管における説明事項とい

うのがあって、保管容器というのはこうこうこういうのがあると、これは水素発生がある

んだけど、水素発生のところはフィルタベントを備えて、水素発生についても対応すると

いうことだと思うんですけども。五つ目の後段において、安全に脱水体の取出しが可能な

ことと、これはどういう意味なんですか。やっぱり取るときに、わっと粉末が飛んだらい

けないとか等々、そっちのこともこれは考えて、こういうふうなことを言っているんです

か。 

○増田GM（東京電力HD） 東京電力の増田です。 

 おっしゃるとおりで、将来、保管容器から脱水体を取り出して、処分できるような状態

にしないといけないですので、そのときに安全に取出しができる状態であることというこ

とで、粉じんの対応もそうですし、逆に保管の状況によっては、がちがちになって取り出

しにくいとか、そういうこともあり得るかもしれないですし。そういった基本的に問題な
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く、将来脱水体が取り出せるというところを、しっかり、そういった対策がきちんと講じ

られているということを説明していくということで記載させていただいております。 

 以上です。 

○田中委員 はい、分かりました。将来、充填固化体ということを考えたときには、別の

方法もあるか分かりませんので。 

 三つ目なんですけども、NDFに聞いていいのか分かりませんけども、OPCとAAMとの比較

とかったんですけども、実際にAAMでやっている国は、外国に1国あるかと思いますけども、

私たちがちょっと気にしているのは、長期の性能が本当に問題ないのかどうかも気になる

んですけども、そういうふうな観点からもこれは検討されているんでしょうか。 

○加藤執行役員（NDF） では、NDFの加藤のほうからお答えします。 

 まさに、田中先生がおっしゃったところがポイントでして、そういう浸出率が期待でき

るみたいなところはあるんですが、それは長期の安定性が担保されることが前提条件なの

で、それが本当に大丈夫なのか、まずは劣化のメカニズムってどうなるのかというところ

から把握しなきゃいけませんので、ちょっとその辺について、汚染水対策補助事業のほう

でいろんな加速試験とかをやって、検討しているところでございます。 

○田中委員 よろしく御検討ください。 

○佐藤審議官 ほかに。よろしいですか。 

 じゃあ、まとめますか。今回の説明では、ALPSスラリーの固化処理について、セメント

固化について優先的に検討を進めるというのは大きな進歩だと、私は受け止めております。

他方で、その後、固化開始まで10年程度の時間を要するとか、さらに時間を要する可能性

も否定できないというところが、ちょっと少し残念ではありましたけれども、まあまあ取

りあえずは、まず今日の確認できたことを踏まえて、先に進めたいと思います。 

 したがいまして、今後は、セメント固化の成立性確認のための分析結果について確認を

行っていきたいと思いますし、水処理二次廃棄物全体の固化方針の検討状況、あるいは

ALPSスラリー脱水物の長期保管に係る安定性についても議論していきたいと思いますので、

東京電力のほうで準備を進めてください。 

 これで、以上で、この案件は終了したいと思います。 

 それでは、議題2というか、その他に入ります。本日の議論について、質問とか確認し

たいことがあれば、どなたかいらっしゃいますか。特にないですね。 

 ということで、それでは、以上をもちまして、特定原子力施設の実施計画の審査等に係
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る技術会合の第15回会合を閉会したいと思います。 

 次回の会合の日程は、調整の上、御連絡いたします。今日はどうも御苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 


